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研究成果の概要： 

平成 18 年度から 20 年度にかけて、医療事故をめぐる「被害」「責任」の認知と医療事故 ADR
の可能性：法社会学的アプローチ」をテーマとする研究を実施した。在外調査として、アメリカ
のジョンズホプキンス病院の医療事故システムのあり方や、イギリスの NHS などの取り組みを調
査した。この研究では、医療者及び患者側へのインタビュー調査やアンケート調査を通じて、そ
の感情的葛藤を中心とする紛争解決・関係調整過程のメカニズムの検証と、それに基づく具体的
なプロセス・モデルの提言、人材養成プログラムの開発などを行った（和田仁孝・中西淑美『医
療コンフリクト・マネジメント』、日本医療メディエーター協会（ＪＡＨＭ）設立などを行い、
各種シンポジウムにおいて非医療者と医療者の医療事故 ADR についての考えを啓発した）。その
過程で、こうした紛争解決・関係調整機能が、原因究明システムの在り方や、医療者やの行動規
律システム、また金銭的救済システムとの連動の中で影響を受けていることが考察できた。更に、
本研究では、法社会学研究者、医師、看護師からなる研究会を組織し、海外の医療事故防止シス
テム、医療事故紛争処理システムについての研究を進めている。実証的研究ではないが、その準
備となる文献研究として、現在進行中である。コロンビア大学ロースクールでメディエーション
を講じ、医療メディエーションの推進者でもある Carol Liebman 教授とＪＡＨＭシンポジウムも
開催した。医療事故当事者の「被害」「責任」観念の構造についての法社会学的分析を行ってき
たが、その過程で、被害・責任のナラティヴ分析を的確に行うために、ナラティヴ分析一般、及
び医療領域で注目されつつあるナラティヴ・ベイスド・メディスンなどの新たなアプローチにつ
いて文献を検討した。成果としては、日本学術会議特任連携会員として、医療事故紛争処理シス
テム分科会における検討を重ね、分化会委員会のコンセンサスを得て、医療事故紛争処理システ
ムについての提言をすることができた。また、リスクについての医療者と患者の認知の差異につ
いて「認知のたすき掛け現象」と名づけた概念を手がかりに分析した論文が、学会誌『法社会学』
に投稿し採択され掲載された。 
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１．研究開始当初の背景 
 近年、医療事故訴訟は年々増加しており、
患者側と医療者側において、法的解決が必ず
しも問題解決とはならず、訴訟が不毛の闘い
になることを筆者らは ADR という概念で数年
前から指摘していた。患者権利を尊重し、医
療者の専門性を尊ぶために、医療安全推進と
有機的に連関した医療紛争処理制度を構築し
ていくためには、その最も基底的な次元で、
紛争処理制度も事故情報分析による安全推進
システムも機能化するための方策を模索する
必要性があった。 
 
２．研究の目的 

上記の研究背景から、患者側・医療者側・
法専門家側が事故をめぐる「被害」「責任」と
いった概念をどう認知し、実践しているかを
踏まえた議論を展開する必要がある。本研究
目的は、こうした観点にたって、被害者側、
医療者側双方にとって、また医療システム全
体にとっても有益な紛争処理・医療安全推進
システムのあり方を模索することである。 
 
３．研究の方法 

研究方法として、段階的に連関する次の三
つの研究計画、１）「被害」と「責任」概念の
分析、２）医療紛争処理制度と医療安全制度
の相互関係の検討、３）医療事故 ADR の実践
的可能性の探求 を立案し法社会学的観点か
ら探求した。 
 
４．研究成果 

（１）．初年度である平成18年度は、医療事故

紛争の領域におけるＡＤＲの可能性について

、「ミクロな観点からの紛争当事者の認知と実

践の研究」と「マクロな医療紛争処理・安全

推進制度の機能分析」という研究目的に即し

て、以下の研究調査計画に従って研究を進め

た． 
①医療事故当事者への「被害」と「責任」に

ついての医療者側（医師と看護師）と患者側

の認識の相違を探るために、インタビュー調

査（係争中事例１例含む）を行った。具体的

には名古屋高裁のある事例の医療事故被害

者家族とのインタビューを実施した．医療事

故医療者側当事者へのインタビューは、医師

と看護師の数名を実施した． 

②海外医療紛争処理システムの文献研究の

ためにペンシルバニア州における不法行為

改革、ＮＹ州のＡＤＲ制度、フロリダ州にお

けるＡＤＲ規制の検討などを中心に行った。 

③海外調査では、NY州のトゥーロ大学法 学

部のハル・アブラムソン教授と、カゾ ーゾ

・ロー・スクールのリーラ・ラブ教 授、医

療ＡＤＲの医療の質・安全に運用 成果が著

しいメリーランド州のジョン ズ・ホプキン

ス病院の訟務部のローリー ・バラッカ弁護

士とマーガレット・ギャ ルソン患者安全部

顧問にインタビュー 調査及び資料収集調査

を実施した． 

④法社会学的観点からの「対話による医療紛

争交渉スキル」のプログラムの有効性と習得

性調査のために、財団法人医療機能評価機構

の認定病院の医療安全に関わるリスクマネジ

ャーを対象に、質問調査紙による調査を実施

した。 

これらの中間的成果として、医療ＡＤＲの

わが国への適用可能性をテーマに、ジョンズ

・ホプキンス病院の調査結果を雑誌「病院」

と、「患者安全推進ジャーナル」に掲載発表

した．また、早稲田大学紛争交渉研究所主催

による医療ＡＤＲシンポにおいて、医療ＡＤ

Ｒの可能性として、シンポジストの一人とし

て、調査の一部を発表した．平成19年度は、

平成18年度の研究実績を基盤として、それを

さらに深化させていくために、以下の研究調

査計画に従って研究を進めた． 
２．昨年度に引き続き、平成19年度は、「被

害」と「責任」についての医療者側（医師と

看護師）と患者側の認識の相違を調べるため

に、インタビュー調査（係争中事例１例含む

）を行った。 

（１）具体的には東京、名古屋、大阪におい

て複数の患者被害者側にインタビューを実施

した．医療事故医療者側当事者へのインタビ

ューは、東京、神奈川、大阪において、医師

と看護師へのインタビュー調査を実施した． 

（２）海外医療紛争処理システムについて、

イギリスの制度やその実態を中心に文献研究

を行った。 

（３）さらに、海外調査として、英国におけ

るロンドンの複数のNHSトラストでの調査を

実施した。具体的には、Hammersmith & Chel

sea NHS Trust Royal London NHS Trust に

おいて、院内のスタッフ間メディエーション



、Complaint Manager および PALS(Patient 

Assistance & Liaison Service)の担当者へ

のインタビュー、さらにKentにおいて、医療

メディエーション機関での調査を実施した。 

（４）引き続き、法社会学的観点からの「対

話による医療紛争交渉スキル」のプログラム

の有効性と習得性調査のために、財団法人医

療機能評価機構の認定病院の医療安全に関わ

るリスクマネジャーを対象に、質問調査紙に

よる調査を実施した。 

これらの中間的成果として、雑誌『看護管

理』に10回にわたる、医療事故紛争処理に関

する連載を執筆した。また、日本学術会議特

任連携会員として、医療事故紛争処理システ

ム分科会にて、調査に基く治験を提供した。

最終年度である平成２０年度は、これらの四

つの調査やこれまでの中間的研究成果をふま

え、あるべき医療事故紛争解決システムにつ

いて提言を行った（日本学術集会医療事故紛

争分科会における提言発表）。 

３． 
（１）平成 20 年度最終年度についてこの研究
では、医療者及び患者側へのインタビュー調
査やアンケート調査を通じて、その感情的葛
藤を中心とする紛争解決・関係調整過程のメ
カニズムの検証と、それに基づく具体的なプ
ロセス・モデルの提言、人材養成プログラム
の開発などを達成できた（和田仁孝・中西淑
美『医療コンフリクト・マネジメント』、日本
医療メディエーター協会（ＪＡＨＭ）設立な
ど）。 
（２）その過程で、こうした紛争解決・関係
調整機能が、原因究明システムの在り方や、
医療者やの行動規律システム、また金銭的救
済システムとの連動の中で影響を受けている
ことが考察できた。 
（３）更に、本研究では、法社会学研究者、
医師、看護師からなる研究会を組織し、海外
の医療事故防止システム、医療事故紛争処理
システムについての研究を進めている。 
（４）実証的研究ではないが、その準備とな
る文献研究として、現在進行中である。コロ
ンビア大学ロースクールでメディエーション
を講じ、医療メディエーションの推進者でも
ある Carol Liebman 教授とＪＡＨＭシンポジ
ウムも開催した。 
（５）医療事故当事者の「被害」「責任」観念
の構造についての法社会学的分析を行ってき
たが、その過程で、被害・責任のナラティヴ
分析を的確に行うために、ナラティヴ分析一
般、及び医療領域で注目されつつあるナラテ
ィヴ・ベイスド・メディスンなどの新たなア
プローチについて文献を検討した。成果とし
ては、リスクについての医療者と患者の認知
の差異について「認知のたすき掛け現象」と
いう概念を手がかりに分析した論文が、学会

誌『法社会学』に投稿し採択され掲載された。 
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